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８ 教育 

 

 

１.市民意向調査等からみられる現状と課題（自由回答を含む） 

 

（１）教育に関する悩み 

小学生の保護者で最も多い悩みは子どもの教育に関すること 

● 小学生の子どもの保護者が、子育てについて悩んでいること、気になることで最も多く挙げるのが「子ど

もの教育・塾、進路に関すること」であり、全体の5割弱となっている。 

就学前の保護者でも四分の一強が教育のことを気にしている 

● 就学前の保護者についても、26.6％が「子どもの教育に関すること」で悩んでいる、気になるとしており、

就学前から教育に関して不安等を感じている層が一定数ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自由回答でみられた意見 
 ゆとり教育について 
○ 学校の方針（ゆとり教育）の弊害について不安に思う。就学時間が減り家で過ごす時間が長くなると、勉強

する・しないのギャップが広がる。 

○ 「ゆとり教育」の土曜休みにより、学校行事に「ゆとりのなさ」が感じられる。運動会や学芸会の練習の時間

が取れないのが実情。学習面での遅れも心配。 

○ 学校の週5日制に伴い、学校での行事や学習が目一杯で、子どもたちは疲れています。ゆとり学習といっ

ても、平日の放課後は委員会などがあったり、下校時間が遅いため、遊ぶ時間がありません。週5日制は、

現在の保護者の就業時間、家族形態を考えて行われているとは思えません。 
 相談体制について 
○ 子ども達が通っている小学校で全体的に問題が起きているが、どこに相談したらいいかわからない。 

○ 子どもの年齢を重ねるごとに問題の解決方法に戸惑うように思う。相談をもちかけやすい窓口が必要。 
 放課後の活動・遊び場所について 
○ 部活動をしたくても学校に指導者が不足しているために出来ないでいる子がたくさんいる。子ども達は余っ

たパワーをどこで使えばいいのか？ 

○ 外で遊ぶのも、公園と聞くと、子ども達が凶悪な犯罪に巻き込まれないかと不安になる。 
 社会環境の悪化 
○ 子どもが大きくなるにつれ、社会の犯罪など歪みが気になる。少しでも安全な社会で子どもを育てたい。 

○ いつの間にか社会全体が少しずつおかしくなってきているように感じる。未成年の犯罪が増え、子どもへの

犯罪やいたずらが増加し、あげくは親の虐待など、胸の痛くなる事件ばかりが多くなった。 
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（２）塾・習いごと 

小学生の4人に1人が塾や習いごとに通っている 

● 小学生の74.1％が塾や習いごとに「通っている」と回答している。通っている子どものうち、週4日が

10.2％、週5日以上が4.1％と日数が多い場合もみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小学生の食生活 

朝食の欠食が約4％ 

● 小学生の朝食の状況は、「ほぼ毎日食べる」が95.5％と大半を占めているが、週のうち何日かしか食べ

なかったり、ほとんど食べなかったりする児童があわせて4.1％ある。 

夕食を「いつも家族でとる」のは9割弱 

● 夕食については、「いつも家族でとる」は86.8％であり、「ときどき子どもだけでとる」が10.6％、「いつも子

どもだけでとる」が2.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自由回答でみられた意見 
 塾・習い事について 
○ 近くに、進学を目的としていない、良い塾がない。 

○ 最近は不審者が多く子どもをかぎっ子にも出来ない状況なので、結果的に、不要な習い事や塾へ通ったり

する事を考えざるをえない。 

○ 家計の負担も考慮すると、文化センターなどで塾のような勉強会をやってもらえるとありがたい。 

○ ゆとり教育によって、計算問題などの反復練習が必要なものに十分な時間もとれないようで、学習の遅れが

とても心配。「子どもの学力は親の経済力で決まる」（＝塾などの費用）といわれても無理のない時代であ

る。 

○ 習い事に通うととても高いので、文化センターで何かやってくれるとよい。 

※自由回答でみられた意見 
 家庭での食生活 
○ 青少年犯罪の低年齢化を食い止めるためには、母親が家にいて学校から帰ってきた子どもを迎えてやり、

おやつを一緒に食べながら学校での話を聞いてあげるのが一番。 

○ 会社の時短制度が小学校就学前までのため、通勤に時間がかかると朝食が子どもひとりになってしまい、

困っている。 
 食物アレルギー 
○ 幼稚園に通っている子どもは、食物アレルギーを持っているので、給食と同じメニューをアレルゲン（卵）を

除去して私が作っている。しかし小学校の給食センターはアレルギー対策をしていないのが現状。 

○ 食物アレルギーは、嗜好の問題ではなく、食べたいのに食べられない。これに起因するいじめの報告もよく

聞く。 
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（４）いじめ・不登校 

「学校に行きたがらないこと」があるのは小学生の16％ 

● 調査で小学生の子どもが「学校に行きたがらないこと」があるか尋ねたところ、「よくある」は1.2％、「ときど

きある」が15.1％となっている。 

2割が「いじめ」を受けた経験あり 

● 学校での「いじめ」を受けた経験については、1.2％が「現在受けている」と回答し、21.2％が「これまでに

受けたことがある」と回答している。そして経験があるとの回答割合は概ね学年が上がるにつれ増えてい

る。 

相談先としての学校、専門相談窓口等の現状 

● 子どもが学校に行きたがらない場合や、いじめを受けていると思われる場合の相談先としては、学校の

先生が最も多く挙げられている。 

● また専門の相談窓口も、学校にいきたがらない場合で実際に相談した先として7.2％、「いじめ」を受けた

際に想定される相談先として25.2％挙げられており、一定の期待があることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他教育に関係する自由意見 

● その他教育に関係する自由意見として、学校での教育内容及び体制の充実に関する要望や意見、ＰＴ

Ａ活動や行事に関する意見、学校の様子についての情報がほしいといった意見、設備改善に関する要

望等がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自由回答でみられた意見 
 学校側の対応 
○ いじめや先生から受けた暴力は無かったとされることが多い。 

○ 学校内での子ども同士のいじめや心ない教師からの肉体的・精神的暴力を受けて傷ついている子ども達

にとって、学童クラブが安心して自分を表現できる場となっています。 

○ いじめがエスカレートしないための抑止力は教師の指導以外にないはず。ところが私の子どもの担任はい

じめの事実を知りながらそれを放置し、後に問題が大きくなってようやく対応に出た。現在、いじめた側がい

じめの対象になりつつあるという。これは問題の根が浅いうちに指導を怠った教師の責任。 

○ 今や1学年に1人の不登校児がいる状況。しかしその子どもをケアしたり指導する人員が学校にない。 
 相談先について 
○ 以前に子どもがいじめられた時は学校の校長と担任の先生に相談した。市の機関に相談することは思いつ

きもしなかった。 
 その他の意見 
○ 担任の目を行き届かせることにより、いじめや子どもの心への対応が出来るようになると思うので、ぜひ30人

学級を実現してほしい。 

○ いじめる側の子どもは親の愛情が足りなく寂しい思いが貯まっているのでは。子どもへの愛情よりも自分の

やりたい事の為、お金の為に子どもを放置している人が多いのではないでしょうか。 

※自由回答でみられた意見 
 学校での教育について 
○ 今は勉強だけでなく、安全指導や社会生活、家庭でのしつけの不足分も補わねばならない。先生を増員

するなどして対応すべき。 

○ 教育課程を未消化のまま進級させている現実に目を向けてほしい。家庭が望み、担任が必要と認めた場

合、進級支援プロジェクトに出席する形式はつくれないだろうか。 

○ 部活動について、親はかなり時間を割いて協力しているのに、学校側が親身になってくれない（特に問題

がおきた時など）。 
 PTA活動、行事について 
○ 学校のPTA活動を簡素化してほしい。仕事を持っていたり、子育て中だったりして、役員をする人が出にく

くなっている。 

○ 行事が土日ばかりではなく、平日の夕方にもあると嬉しい。 
 情報提供 
○ 学校の様子がどのようか、情報がほしい。 

 設備について 
○ 不登校児のための学習設備を充実させて欲しい。 

○ 学校のトイレが不潔で、業者の掃除も週一回だという。改善してほしい。 
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２.施策・事業の現況と課題 

 

（１）教育相談体制 

● 教育相談体制については、各相談関係機関との連携を図り、個々に応じた相談から専門的な分野まで

幅広く推進し、相談機能の環境整備を図ってきたところである。 

● 近年は相談件数が増加傾向にあり、態勢のさらなる強化が必要となっている。また、子ども自身が心を開

いて相談できる受け皿や不登校児の居場所づくりや学校復帰への支援なども課題となっている。 
 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

教育相談 不登校、いじめなどのさまざまな教育上の相談を受ける

教育センターの専門のスタッフ（臨床心理士、教職経験

者）を充実させ、関係機関のネットワーク化を図り、相談

体制の充実を図る。 

（現況）電話相談：延468件 

来所相談：282件（15年度実績） 

 相談件数が年々増加している。 
 来室しての相談時間帯が午後4時過ぎに集中する。

臨床心理士派

遣 

児童・生徒が気軽に相談でき、教職員もカウンセリング

に関するアドバイスを受けられるように、学校からの要

請に基づき教育センターから臨床心理士を派遣する。 

（現況）学校からの要請により訪問相談を実施。 

 教育センターでの相談件数が増加する傾向にあ
る。 

 6月以降は相談件数が増え、学校に訪問することが
できない状況である。 

メンタルフレ

ンド 

子どもとのふれあいを通して、子どもの心を開くことの出

来る相談体制を支援する。また、不登校ぎみの子どもに

対し、遊びやお話を通しての学校生活を積極的に支援

する。 

（現況）小学校全校 週2日 

 子ども自身が心を開いて相談できる受け皿や不登
校児の居場所づくりや学校復帰への支援 

 

いじめ相談 子どもが出来るだけ早く悩みを相談できるように、いじめ

110番、フリーダイヤルカードの配布等、各種施策を実施

する。 

（現況）いじめ110番：延10件 

フリーダイヤルカード：延40件（14年度実績） 

 子ども自身が心を開いて相談できる受け皿や不登
校児の居場所づくりや学校復帰への支援 

 

いじめ問題対

策委員会 

いじめ問題対策委員会を活用し、人権擁護委員が中心

となり、学校や関係機関とともに問題の早期発見と具体

的対応に努める。 

 

 子ども自身が心を開いて相談できる受け皿や不登
校児の居場所づくりや学校復帰への支援 

 

けやき教室 不登校などの問題を抱える中学生を対象に、学校とは

異なる雰囲気で集団生活への適応を促していく、けやき

教室の充実を図る。 

（現況）1クラス 指導員2名 

 子ども自身が心を開いて相談できる受け皿や不登
校児の居場所づくりや学校復帰への支援 
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（２）学校教育 

①基礎・基本の徹底 

● 臨時講師などの導入を視野に入れた少人数の授業や、ティームティーチングによるきめ細やかな指導

がより一層求められている。 

● 今後、小学校、中学校の学力の向上を図るため、学級数を超える少人数の学習集団での授業や、一斉

指導に加えて、適宜、個別指導やグループ指導を導入するなど、複数の教員がそれぞれの専門性を生

かした指導計画や学習指導案の作成、指導方法の工夫、改善を推進する方向で検討を進めている。 
 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

教科等指導充

実 

児童・生徒の学習の習熟程度に差がつきやすいといわ

れている教科において、学習内容のつまずきや進度の

程度に応じ、複数の教員で個別指導などきめ細かい指

導を行い、個々の児童・生徒がもつ学習スタイル・方法

の違いへの対応を、ティームティーチングや少人数授業

として複数の教員が分担・協力して指導し、充実した授

業を展開する。 

（現況）16年度 

小学校 

Ｔ．Ｔ：20校 39名 少人数：7校 7名 

中学校 

Ｔ．Ｔ：7校 23名 少人数：0校 0名 

 市内小・中学校全校でティームティーチング、少
人数授業実施し、指導充実を図る。 

 

中学校英語学

習指導助手 

21世紀を担う生徒が、これからの国際社会に対応できる

よう、中学校英語学習指導助手を派遣し、府中市立中

学校における外国語（英語）教育の充実を図り、また、国

際理解教育を推進し、国際社会に生きるために必要な

資質や能力、態度を養う。 

（現況）府中市立中学校全校の全学年生徒を対象

に、学級数×20時間、ＡＬＴを各学校に派遣する。 

 文部科学省は、平成14年7月「『英語が使える日本
人』の育成のための戦略構想」を策定し、英語力・

国語力増進プランを示した。具体的には「英語指導

方法等改善の推進に関する懇談会」の報告や「英語

教育改革に関する懇談会」を開催し、これらを踏ま

えて、「『英語が使える日本人』の育成のための戦略

構想」をとりまとめた。 
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②体験活動 

● 児童・生徒が一層積極的に体験活動に取り組むことができるよう教育課程を見直し、総合的な学習につ

いてこれまでの取り組みを検証して改善を図ると共に、現在行われている移動教室、林間学校及び自然

教室のあり方を検討している。 

● また、学校に限らず地域社会においても、自然、勤労、職業、創作、ボランティアなどの様々な体験活動

を積極的に展開することができるよう、関係機関と連携し、活動できる場や機会を設定し、感動体験が大

切にされる教育活動を推進する。 

● さらに次世代育成支援対策の観点から、次代の親となる中高生層に対して保育体験等を通じた子ども

や子育てに触れる機会を積極的につくっていく等の取り組みも必要となっている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

総合的な学習 地域の自然・文化・人材を生かし、各学校で特色ある総

合的な学習を展開し、児童・生徒の課題追及の意欲を

高める学習を推進する。 

（現況）すべての小・中学校において、前年度中に次

年度の指導計画を作成し、それに基づいて全学年に

おいて計画的な教育活動が実践されている。 

 実践的な教育活動が行われているが、小学校と中
学校の連携した教育カリキュラムの作成や指導に

対する評価については今後の課題である。 

ゆとり教育 独創性に富んだ教育活動の展開によって、知・徳・体の

調和のとれた成長を促し、心身ともに健全で人間性豊か

な児童・生徒を育成するために、各学校がゆとりの時間

を中心に、児童・生徒と教師が一体となって、伝統行事

及び体育活動等の事業を実施する。 

（現況）小学校27事業  中学校13事業 

 完全週休5日制の実施に伴い、ゆとり教育の時間確
保が難しい状況である。 

小学校国際理

解教育 

21世紀を担う児童が、これからの国際社会に対応できる

よう、外国の文化や生活、日本の文化などについて、英

語活動などの体験的な学習を通して、国際社会に生き

るために必要な基本的資質や能力、態度を養う。 

（現況）府中市立小学校全校の全学年児童を対象

に、3年生以上の学級数×5時間、ＡＬＴを各学校に派

遣する。  

 文部科学省は、平成14年7月「『英語が使える日本
人』の育成のための戦略構想」を策定し、英語力・

国語力増進プランを示した。具体的には「英語指導

方法等改善の推進に関する懇談会」の報告や「英語

教育改革に関する懇談会」を開催し、これらを踏ま

えて、「『英語が使える日本人』の育成のための戦略

構想」をとりまとめた。 

科学教室 市立小・中学校在学または市内在住の児童・生徒に対

して、科学教育の振興を図るため、こどもサイエンス・ス

クール、小学生科学教室、中学生科学教室を開催し、そ

れぞれの中での実験・観察を通して科学的思考力や創

造的能力を育成する。 

 小学生科学教室は募集人数に対して1.5倍の応募
がある。 

 土曜日を活動日としているため、指導教員の確保
が難しい。 

移動教室 各校の教育課程に位置づけて、現地での体験学習、集

団生活及び体力増進を目的とした移動教室を実施す

る。 

（現況）小学校5年生を対象に年1回実施 

一泊二日 20校  二泊三日 2校 

 一泊二日から二泊三日への移行、それに伴う指導
補助としての学校ボランティアの確保 

 

林間学校 教育振興の一環として、現地での体験学習、集団生活

及び体力増進を目的とした林間学校を日光で実施する 

（現況）小学校6年生を対象に年1回実施 

二泊三日 22校 

 安全な林間学校を実施するための常駐医師の確保

自然教室 教育振興の一環として、現地での体験学習、集団生活

及び体力増進を目的とした自然教室を実施する。 

（現況）中学校1・2年生を対象に年1回実施 

二泊三日 11校 

 現状では教育課程編成上の課題が多く実施するこ
とは困難だが、「生きる力」の向上を図る上で、三

泊四日への移行が課題である。 
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③心の教育 

● 自らを尊ぶ心を育てる中で、道徳教育や基本的な倫理観・規範意識などをはぐくむあらゆる教育を充実

する必要がある。特に特別活動の時間などにおいて、発達段階を踏まえた体験的・実践的活動をこれま

で以上に導入することなどにより、自らの心の在り様についての理解を深め、知識と活動の両面から豊

かな心をはぐくむ取組みを拡充することが重要である。 

● また、教職員が児童・生徒一人一人の願いや悩みにじっくりと耳を傾ける受容的な姿勢をもち、課題の

解決に向けてともに努力していく中で、教職員と児童・生徒との人間的なふれあいを重視する教育を推

進することが重要である。 

● さらに学校、家庭・地域、社会がそれぞれの役割を果たし、三者の連携に努める中で、地域社会におけ

るボランティア活動や社会体験活動などの有効な体験活動を継続的に実施し、「心の教育」の充実を図

ることが重要である。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

人権教育 児童・生徒が人権尊重の理念を正しく理解し、思いやりの心や

社会生活の基本的なルールを身につけ、社会に貢献しようと

する精神を育むため、人権教育及び心の教育を充実に努め、

公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進する。教員の

人権感覚を高め、一人一人の子どもの人権を大切にした教育

を展開する。 

（現況）人権教育研修会を年間2回開催。 

人権教育推進委員会を年間7回開催。 

研究授業を3回実施。 

啓発資料「ぬくもり」を2回発行。 

報告書の発行。 

 府中市教育委員会の教育目標の指導の重点
の筆頭にかかげられているように、人権にか

かわる教育の必要性は高い。 

 府中市のみならず、東京都や他の区市も重点
課題として取り組んでいる。 

道徳教育 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を、家庭、学校、そ

の他の社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心を

もち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展

に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し、未来を拓く主体

性のある日本人を育成する。 

（現況）道徳教育の充実…学校訪問等の機会に指導助言 

道徳授業地区公開講座の開催…全33校で年1回以上の開

催（全学級公開） 

道徳教育推進委員会…全校から一名の委員により構成 

各学校の道徳教育の推進に資する 

 道徳授業の実施時数については、年35回の確
実な実施及び授業の質の向上 

 道徳授業地区公開講座への参加者の拡大 
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④食教育 

● 食教育を充実するために、給食の時間を有効に活用し、技術・家庭科、保健体育、総合的な学習の時

間などにおいて、食に関する問題を取り上げるとともに、食指導に対する環境も整えていくことが重要と

なっている。 

● また、地域の人材を活用して、望ましい食習慣のあり方を学ぶことや「農」に親しむ機会を設けるなど、地

域と連携し食に関する指導に取り組んでいく。さらに学校給食を通した取組みを強化し、学校栄養職員

による家庭科や保健等の授業への参画、栄養や料理指導を行う相談業務の実施体制を整備し、給食

関係職員の知識や技術を活用しながら、児童・生徒への巡回指導や親子料理教室の開催などＰＴＡ組

織などと連携した事業も展開していく。 

● また、アレルギー児への対応など「個」を対象とした給食の導入も、今後の課題となっており、民間活力

の導入や特定非営利活動法人の活用などにより、給食の実施体制を整備する必要がある。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

給食の提供 安全でおいしい給食の提供 

小学校 １８３回/年 

中学校 １７３回/年 

 給食時間の確保 

給食展 給食の果たす役割や、給食の意義についての理解を深

めるために展示会、試食会を開催する。 

（現況）年1回2日間の開催 

「食教育の充実検討協議会」で食教育について検討

中 

 食教育の充実が叫ばれている今日、今後、給食展
がいかに食教育に係わりを持っていくかが大きな

課題となっている。 

 

⑤健康づくり 

● 児童・生徒一人一人が多様な運動を計画的に経験し、体力・運動能力を自主的・自発的に高めることが

できるよう、心身の健康の保持増進に努め、一人一人の健康課題に対応するため、児童・生徒が自ら考

え、健康的な生活活動を実践する保健教育を推進する必要がある。 

● 児童・生徒の安全確保と、自他の生命の尊重を基盤とした安全意識の高揚に努め、家庭や地域社会と

連携した安全教育の推進に努める。また、大都市周辺に広がっている薬物乱用や喫煙などの防止につ

いて、関係機関と連携し、健康教育の推進に努める。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

子どもの健康

づくりの推進 

児童生徒一人一人が多様な運動を計画的に経験し、体

力、運動能力を自主的・自発的に高める。児童生徒が自

ら考え、健康的な生活行動を実践する保健教育を推進

する。喫煙防止教育・薬物乱用防止教育について、関係

機関と連携しながら健康教育を推進する。 

（現況）喫煙防止、薬物乱用防止教育については、中

学校を中心に授業を行っている。 

 体育の授業時数の確保 
 喫煙防止教育・薬物乱用防止教育の教育課程への
位置付け 
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⑥経済的負担の軽減 

● 子育てに関する経済的負担の大きさについては様々な調査結果で示されているところであるが、中でも

教育に係る経済的負担が大きいことが指摘される。 

● 経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者に対する就学援助や奨学資金給付・貸付をはじめとした

教育に関わる経済的負担の軽減のためにこれまで行ってきた扶助・援助・給付・貸付等の事業を継続し

ていく。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

修学旅行仕度

金支給 

(生活保護受給世帯) 

修学旅行に参加する小学校6年生及び中学3年生の被

保護者に対し、参加支度費を支給し、学童・生徒の修学

を助け、本人及び世帯の自立・向上を図る。 

（現況）小学校 ＠4,300円 

中学校 ＠8,500円 

 特になし 
 

新入学児扶助 （生活保護受給世帯） 

小中学校に入学する児童・生徒に対し、学用品（ランドセ

ル又はカバン）を支給し、就学の奨励及び世帯の自立・

向上を図る。 

 特になし 
 

就学援助 経済的理由で就学困難な義務教育児童生徒の保護者

に対し、必要な援助を行う。 

（現況）母子家庭や低所得世帯（生活保護基準1.5倍）

児童生徒の保護者に援助する。 

学用品、入学準備金、移動教室、医療費、給食費、林

間学校、修学旅行、自然教室 

 援助者が毎年増加している。 

奨学資金給付 高等学校、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校

の高等部、専修学校（高等課程）に進学または在学し、

経済的理由等により就学が困難な方に対して、就学上

必要な資金を給付し、教育の機会均等を支援する。 

 就職後または結婚後、再度就学を希望する人たち
への対応について検討が必要になっている。 

奨学資金貸付 高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養

護学校の高等部、専修学校（高等課程・専門課程）に進

学または在学し、経済的理由等により就学が困難な方

に対して、就学上必要な資金を貸し付け、教育の機会均

等を支援する。 

 貸付奨学金の原資となる償還金が、就職難の影響
等で滞る状況にある。 

 就職後または結婚後、再度就学を希望する人たち
への対応について検討が必要になっている。 

入学時初年度

納付 

高等学校、大学、高等専門学校若しくは盲学校、ろう学

校、養護学校の高等部、または、専修学校（高等課程・

専門課程）に進学する際に、経済的理由等により就学が

困難な保護者に対して、入学上必要な初年度納付資金

を貸し付け、教育の機会均等の拡大を図る。 

 入学時初年度納付資金貸付金の原資となる償還金
が保護者の失業等により滞る状況にある。 

荒奨学資金貸

付 

高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養

護学校の高等部、専修学校（高等課程・専門課程）に進

学または在学する交通遺児等及び海外の大学等に留

学しようとする方または海外ホームステイをしようとする

方に対し、就学、研修等を行うために必要な資金を貸し

付けることによって、社会に有為な人材の育成を図る。 

 低金利の影響で、荒奨学基金の預金利子収入が落
ち込んでいる状況にある。 
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（３）障害教育 

● 障害のある児童・生徒の多様なニーズに応じたきめ細やかな教育を行うために、知的障害固定学級・言

語障害通級指導学級・難聴通級指導学級・情緒障害通級指導学級を設置している。 

● また、心身障害児に対する正しい理解に基づき教育が実施されるように、教職員への意識啓発研修等

を実施している。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

心身障害学級 心身に障害のある児童・生徒に対して、それぞれの能力

や個性を伸長させる教育を行うために、医療機関と連携

を図り、それぞれの障害に適した教育を行う。 

（現況）１６年度                           

小学校 

 知的障害固定 ６校１５クラス 104人 

 言語障害通級 ２校４クラス   55人 

 難聴通級    １校１クラス    3人 

 情緒障害通級 ２校７クラス   61人 

中学校 

 知的障害固定 ３校６クラス   38人 

 情緒障害通級 １校１クラス    6人 

 特になし 
 

心身障害児理

解教育 

教職員への意識啓発研修を充実するなど、教育現場に

おける障害に対する理解と意識の向上を図る。 

 特になし 
 

 

 

（４）地域の人材の活用 

● 学校教育の場に地域の人材が持つ知識・技能・資格を十分に活かすため地域の人材に学校教育に対

する支援をお願いするだけでなく、放課後の子どもたちの学びや遊びに地域の教育力を活用していくな

どの取組が重要となっている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

学校支援ボラ

ンティア 

府中市民を中心として、人々のもつ幅広い経験や知識・

技能・資格などを、地域の教育力として、市内公立小・中

学校の教育活動に生かすことにより、学校の活性化及

び充実を図るとともに、開かれた学校づくりを目指し、学

校と地域社会が連携して児童・生徒の「生きる力」の育

成を目的とする。 

（現況）小学校 16校（7,082回） 

中学校 2校（110回）（15年度実績） 

 本事業は、登録制で、登録窓口は指導室と学校に
なっており、窓口を学校に一本化にすることによっ

て、効率的なボランティアの活用ができ、受け入れ

る学校としても、安心して現場を任せられるのでは

ないかという意見がある。 

 活用できていないボランティアについて、今後、
どのように対応していくかが課題である。 

中学校部活動

外部指導員 

市立中学校における部活動の振興及び円滑な推進、学

校教育の充実を図る。 

（現況）17種目 延べ1,231名 実229名（15年度実績）

 近年、顧問教員の高齢化や学校の小規模化に伴う
教員数の減少に伴う部活動の顧問不足は深刻な問

題であり、教員が二つの部の顧問を兼任したり管理

職が管理顧問を引き受け、かろうじて部活動の維持

を図っている現状がある。このような中で、部活動

外部指導員制度は大きな助けとなっている。 
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（５）施設・環境の整備 

①安全管理体制 

● 児童・生徒が安全に安心して学校生活が送れるように、事故・災害・犯罪など緊急時に対応した安全管

理体制を構築する重要性が高まっている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

安全管理体制 児童・生徒が安全で安心して学校生活を送れるよう教育

環境を整え、万が一の事故への万全の体制を整える。 

（現況） 

緊急通報システムの運用及びシステムを活用した警

察と共同での侵入者対策訓練の実施 

防犯ブザー貸出事業 

通学路総点検を実施 

樹木刈り込みを随時実施 

 小中学生の父兄から通学路について、交通量や道
路形状等に起因する問題を相談されることがある。

 

②学校施設整備 

● 児童・生徒数の推移に対応したキャパシティを持った施設整備のあり方を中長期的に検討する必要があ

ると同時に、少人数指導やIT教育など新たな教育ニーズに対応した施設設備整備を進める必要があ

る。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

学校施設整備 児童・生徒数の推移を的確に把握し、新たなニーズに対

応した教室の整備並びに建築後長期間経た校舎の整

備を推進する。 

（現況）学校施設の耐震化（16年度末現在の予定） 

小学校耐震化済施設：校舎1校、体育館18校 

小学校耐震診断済施設：校舎16校、体育館4校 

中学校耐震化済施設：体育館9校 

中学校耐震診断済施設：校舎7校 

 校舎改修に対する国庫補助金については、「三位一
体の改革」の影響を受け、国の予算が平成15年度と

平成16年度を比較すると1/4になっている。このこ

とにより、耐震改修についても国庫補助金の獲得が

困難になってきている。国庫負担金も含めて国の動

向を注意して見守る必要がある。 

 現在は少人数指導、ＴＴ、少人数学級、ＩＴを活
用した教育など学習環境が様々に変化している状

況にあり、その時々に応じた柔軟に使える施設整備

が必要となる。 
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③学校図書館 

● 子どもたちの読書活動の推進や総合的な学習の時間の調べ学習など、学校図書館の更なる活用が求

められることから、学校図書館の機能を充実するために学校図書館司書や指導補助員の配置の充実が

課題となっている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

学校図書館指

導補助員 

各学校に学校図書館指導補助員を配置することで、学

校図書館の機能の充実を図る。 

（現況）市立の小中学校33校に、週12時間で学校図

書館指導補助員を配置。 

 学校図書館指導補助員の配置により、児童生徒の
読書環境は改善された。 

週12時間では、図書の整備やレファレンスの準備等

に充てる時間が足りない状況がある。 

 

④小中連携 

● 小学校・中学校の９年間を一連の教育と捉え、小・中の連続性に配慮した教育課程を編成し、児童・生

徒の学習に対する意欲を高めたり、理解を深める教育的効果を上げることが研究されている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

小中連携にか

かる研究 

小中一貫教育を目指し、小学校と中学校の教育課程の

体系的な編成についての研究を行う。各教科・領域を基

本として、小学校においては「英語活動」を週１時間実施

するなど、９年間を見通した教育課程の見直しを図る。

また、児童・生徒の発達段階に応じた柔軟な対応を行う

ために小中一体となった学校組織の再編の可能性を探

り、児童・生徒の健全育成についても研究を行う。 

（現況）府中市立中学校１校、小学校１校において研究

を行い、平成１７年末までに成果を示す。 

 今までも小中連携について多くの教育関係者の中
で検討されてきた。折しも構造改革や規制緩和等の

社会的情勢の変化から、市民や教育関係者から、再

びその重要性が注目されつつある。 
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（６）質の確保 

①研究活動 

● 学校教育における各教科・領域等様々な課題について、教職員自らが研究活動を通して資質の向上を

図っている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

研究協力校 市立小学校、中学校の校内研究を支援するとともに、研

究協力校とし２年間の研究の成果を市内及び都全体に

発表することにより、府中市全体の教育力の向上に資

する。 

(現況) 平成１６、１７年度研究協力校が６校、１５，１６年

度が６校と多くの学校で指定を希望してきている。 

 小学校においては、年々希望が増えてきているが、
中学校の希望が少なく、今後の課題である。 

 

②学校評価 

● 学校がその機能をどのように果たしているか、教育活動全般について客観的・総合的に評価し、その評

価を基に改善案を立て、学校の組織と教育活動の活性化を図ることが求められている。 

 

事業 事業の目標・内容・実績等 課題等 

学校評価 これからの子どもたちに「生きる力」を育んでいくために

は、学校、家庭、地域の教育が十分に連携し、一体とな

って教育が営まれることが重要である。府中市立学校に

おいて新しい学校評価システムを研究・開発し、各学校

の取組みを支援していく。 

（現況）府中市立中学校２校、小学校１校において研究

を進めている。 

 小・中学校設置基準（文部科学省令）の制定等に
より、教育活動その他の学校運営の状況について、

自己評価を行い、その結果を公表することと、保護

者等に対して積極的な情報提供を行うことが、努力

義務として規定され、平成１４年度から施行されて

いる。 

 


